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【平成２７年度版】 

 

阪南大学と千早赤阪村との連携協定に関する事業計画（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年１月３０日 

阪南大学と千早赤阪村との連携協議会 
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１．阪南大学と千早赤阪村の連携推進の背景 

 (1)「知」の時代 

   人、もの、金、情報など、あらゆるものが国際間を往き来するようになり、経済活

動、文化教育活動、市民活動など、様々な分野においてグローバル化が進展している。 

こうした社会環境の変化に対応していくため、高い専門知識や幅広い見識を備えた

人材、豊かな創造力やコミュニケーション能力を持つ人材の育成、産業を支える技術

力の向上など、「知」の時代にふさわしい対応が求められている。 

  

(2)大学との連携・協働による行政課題の解決と地域の活性化 

   自己決定・自己責任を原則とする地方分権を推進し、本村が抱える課題は、本村で

解決することはもとより、地域特性を生かしたむらづくりを進め、一層の地域の振興

を図っていかなければならない。 

さらに、これからのまちづくりを構築していくためには、行政だけでなく、新しい

公共サービスの担い手として、村民・ＮＰＯ・企業などの多様な主体が協働して取り

組むことが求められている。 

豊富な知的資源が蓄積されている大学には、今後も本村が戦略的に施策を展開して

いくにあたり、本村が持つ歴史・自然資源などの資源・機能の活用、地域づくりや教

育文化の向上、観光施策の一層の推進など、「知」のパートナーとして大きな期待が

寄せられている。 

 

 (3)阪南大学の個性発揮と機能充実 

   大学では、少子化を背景とする学生数の減少により、それぞれの持ち味を生かし、

個性化や区別化を図り、魅力度を高めていく取り組みや経営改革が進められている。 

こうした中、阪南大学では、優れた人材を育成し社会に供給する役割はもとより、

優れた「人材」、「施設」、「研究成果」を生かした社会貢献や地域貢献、地域が抱

える諸課題の解決支援など、その機能拡充を図っている。 

 

 

２．本村における推進体制 

  阪南大学との連携に当たっては、原則として、事業担当課が主体となって作業を進め

ることとする。 

また、阪南大学との連携が複数の事業担当課にまたがる場合は、相互に連絡調整を行

うこととする。 

なお、本村における推進体制における主な役割分担は、次のとおりとする。 

(1)事業担当課 

事業担当課が主体となり、関係課と協議・調整の上、阪南大学と連携して事業を実

施する。 

➣阪南大学との連携による事業実施 
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(2)総務課（企画担当） 

庁内における阪南大学との連絡調整窓口として、事業担当課と協議・調整し、阪南

大学との連携体制を整備する。 

➣阪南大学との連携事業のとりまとめ 

➣阪南大学との連絡調整（必要に応じて連絡調整会議を開催） 

➣事業計画の改定 

   ➣庁内連携調整会議の開催（総務課（企画担当）、地域振興課（観光・産業担当）、教育

課（教育・文化担当）＋事業担当課） 

 

(3)行政経営戦略会議 

阪南大学との連携に当たり、次の事項について報告する。 

   ➣大学等との連携事業の報告 

 

 

３．阪南大学との連携方法 

  阪南大学との連携により事業を実施する場合は、原則として、次の方法により進める  

 こととする。 

  なお、この方法による実施が困難な場合は、総務課（企画担当）が連絡調整窓口とな

り、その都度、事業担当課と協議・調整し、阪南大学との連携体制を整備する。 

 (1)翌年度における連携事業のとりまとめ（事業計画の作成） 毎年１０月頃 

   総務課（企画担当）において、年度末までに、翌年度における阪南大学との連携事

業をとりまとめ、事業計画を作成する。 

  

 (2)阪南大学との連絡調整 随時 

   連携事業について、総務課（企画担当）が連絡調整窓口となり、阪南大学と協議・

調整する。 

   なお、必要に応じ連絡調整会議を開催し、事業担当課も会議に参加することがある。 

  

 (3)連携事業の実施 随時 

   事業担当課は、総務課（企画担当）と阪南大学との連絡調整の結果を踏まえ、連携

事業を実施する。 

なお、連携事業の実施に当たっては、事業担当課が阪南大学と具体的に連携内容を

協議し進める。 

 

(4)当該年度における連携事業の結果のとりまとめ 毎年７月頃 

総務課（企画担当）において、年度末までに、当該年度における阪南大学との連携

事業の結果をとりまとめる。 
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４．阪南大学との連携に伴う費用負担 

阪南大学との連携に伴う費用負担については、連携事業ごとに阪南大学と協議して定

めることとする。 

 

 

５．平成２７年度事業計画 

 (1) 共同研究・共同実施（事業・研究調査の実施にあたり、大学と村が共同で行う事業。） 

事業名 事業期間 事業概要 連携部局

大学発観光施策提案（大
学からの観光施策提案を
共同研究）

H25年度～
　村の活性化に向けた施策について、学生
などのアイデア提案（歴史観光ツアーなど）に
より事業展開を検討する。

大学）国際観光学部
村）交流人口ＰＴ

教育観光共同研究 H25年度～
　教育と観光を融合させることにより新たな観
光施策の展開を図る。

大学）国際観光学部
村）交流人口ＰＴ

 

 

(2) 研究調査等委託（村が大学へ事業・研究調査を委託する事業。） 

事業名 事業期間 事業概要 連携部局

農林産物直売所の売上
増につながる仕組みづく
り研究調査

H25年度～

　奉建塔周辺地域における活性化策の中の
農林産物直売所の売上増加策について、大
学と協議検討し、その仕組みづくりを調査研
究する。

大学）国際観光学部
村）交流人口ＰＴ

外国人観光客誘致調査
（金剛山の国際観光研究
調査）

H25年度～
　金剛山の登山者の国際化を図るため、現
状把握と外国人の誘致策を調査研究する。
海外の旅行会社とのタイアップを図る。

大学）国際観光学部
村）地域振興課

 

 

 (3) 事業運営協力（村の事業推進にあたり、大学の学生等が協力する事業。（イベント

参加、ボランティア活動など）） 

事業名 事業期間 事業概要 連携部局

金剛山の里　棚田夢灯り
＆収穫祭2015

H27年11月

　下赤阪の棚田ライトアップ事業及び収穫祭
のイベント開催に伴い、灯籠設置や出店など
諸準備のボランティア活動で学生に参加いた
だきイベントを盛り上げる。

大学）国際観光学部
村）地域振興課

各種イベント協力 H25年度～
地区イベント開催などに学生によるボランティ
ア活動を実施する。

大学）国際観光学部
村）地域振興課ほか
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 (4) 委員会・審議会等の委員委嘱（大学の教員や学生が、村の委員会・審議会等の委員

として参画する事業。） 

 

 

 (5) 研修会等の講師依頼（大学の教員や学生が、村の研修会や講座等の講師として参画

する事業。） 

 

 

 (6)その他（(1)～(5)以外の事業形態にいずれにも該当しない事業） 

事業名 事業期間 事業概要 連携部局

小学生国際交流事業 H25年度～

　小学生にネイティブスピーカーと交流する機
会を設け、自分の思いを英語で話す機会を
通して、自身の英語力を確認し、語学を学ぶ
意欲をつけさせるため、一日、大学の外国人
留学生を招き、日常英会話など国際化を実
体験させる。

大学）国際観光学部
村）教育課

中学生国際交流事業 H25年度～

　中学生に進んでネイティブスピーカーと交流
する機会を設け、自分の思いを英語で話す
機会を通して、自身の英語力を確認し、語学
を学ぶ意欲をつけさせるため、五日間、大学
の外国人留学生を招き、日常会話など国際
化を実体験させる。

大学）国際観光学部
村）教育課

 

 

＊なお、千早赤阪村において平成２７年度より組織の見直しを予定しており、担当部局

が変更になる可能性があります。 
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６．千早赤阪村と阪南大学との連携イメージ 
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７．その他 

 

阪南大学と千早赤阪村との教育・地域文化並びに 

産業の分野等における連携協力協定書 

 

 阪南大学（以下「甲」という。）と千早赤阪村（以下「乙」という。）は、次のとおり協定を

締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、甲及び乙が教育・文化の向上、人材の育成、学術研究並びに地域観光・

地域産業の振興の分野等において連携、相互協力することにより、阪南大学の発展と千早赤

阪村の活性化の実現等に寄与することを目的とする。 

（事業内容） 

第２条 甲及び乙は、前条に定める目的を達成するための事業内容について、協議によって定

めるものとする。 

（連絡調整窓口） 

第３条 甲及び乙は、前条の事業を円滑かつ効果的に進めるために、連絡調整窓口を設置する。 

（経費） 

第４条 甲及び乙が連携・協力を行う事業に要する経費は、個別事業ごとに甲乙協議の上、決

定するものとする。 

（有効期間） 

第５条 この協定書の有効期間は、締結の日から３年間とする。ただし、本協定の有効期間満

了日の３カ月前までに、甲及び乙のいずれからも書面をもってこの協定書の改廃の申し入れ

がないときには、さらに１年間更新するものとし、その後も同様とする。 

（その他） 

第６条 この協定書の定めるもののほか、連携協力する事項の細目については、甲及び乙が協

議の上、別に定めるものとする。 

２ この協定書に定める事項に疑義が生じたとき、又はこの協定書に定めない事項については、

甲及び乙で協議するものとする。 

 

この協定書の締結を証するため、本協定２通を作成し、署名押印の上、各々１通を保有する。 

 

平成２４年 ７月２７日 

 

（甲）                  （乙） 

松原市天美東五丁目４―３３        千早赤阪村大字水分１８０番地 

阪南大学長                千早赤阪村長 

 

  辰 巳  浅 嗣             松 本  昌 親            


